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１ 事故報告について 

１ 報告件数 

平成 30 年度の１年間において、介護サービス事業者より札幌市へ提出されました「事故等発

生状況報告書」の報告件数を取りまとめました。 

事故区分別の件数・全事故に占める割は１位「誤薬」44％、２位「骨折」20％、３位「打撲」

14％でした。 

期間：平成 30 年４月～平成 31 年３月 総件数 7731 件 

２ 事故の対応について 

（１）「誤薬」について 

・誤薬事故は年々報告件数が増加しております。なぜ「誤薬」が繰り返されるのでしょうか？ 

 例） 原因①定められた手順（マニュアル等）が不適切である 

    原因②定められた手順（マニュアル等）の周知が不十分である 

    原因③ヒューマンエラー（マニュアル通りに実行しなかった、見落とした、再発防止

策を検討したが、実施されていない等）

上記以外にも様々な原因がありますが、多くはヒューマンエラーによる事故となっており

ます。 

事故が発生した場合には、再発防止策の検討を行っていただいておりますが、「誤薬」につ

いては繰り返し同様の事故が発生しています。 

誤薬

44%裂傷等

7%

誤飲・誤食

4%

誤嚥

2%
無断外出

2%

死亡

1%
その他

6%

誤薬（服薬忘れ含む）

3431件 44％

骨折 

1536 件 20％

打撲 

1058 件 14％
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・では、どのようにすれば、誤薬事故を減らすことができるのでしょうか？ 

例） ①マニュアル等の服薬手順を整備するだけではなく、その内容を繰り返し周知し、

丁寧にサービスを提供する。 

   ②薬を配る際に複数名によるチェックの徹底。 

➂薬情報を一人一人ファイル等に整理し、服薬時に薬情報と服薬する薬が一致して

いるかチェックする。

上記取り組みの他、資料５ページに紹介する「服薬介助業務マニュアル」を参考にする等、

ヒューマンエラーを減らす工夫により、確実に防ぐことが出来る事故です。誤薬ゼロを目指

して、慎重な服薬介助に努めてください。 

（２）事故の原因分析と再発防止策 

同様の事故の発生を防ぐため、「どのように見守る体制を整えるのか」、「マニュアルを遵

守するために何をするのか」等、具体的な再発防止策を複数名で検討し、実施してください。

また、あと一歩で事故になっていたかもしれないヒヤリハット報告書等を分析することは、

事故防止の取り組みとして、とても重要です。ヒヤリハットが発生した場合は漏れなく記録・

分析し、速やかに各職員と情報共有しましょう。 

（３）札幌市への事故報告書の届出について 

  札幌市内の介護サービス事業者におきましては、死亡事故、骨折、打撲、裂傷等（医療機

関に受診したもの）、誤薬、誤飲、無断外出、その他（送迎中の事故等）等の事故が発生した

場合には、「札幌市介護保険施設等における事故発生時の報告取扱要綱」に基づき、必要な報

告をお願いします。 

  札幌市へ事故報告を行う際には、札幌市ホームページの「事故報告」に掲載している当該

要綱を必ず確認し、必要な添付書類を揃えてご提出願います。 

 ■  札幌市ホームページ「事故報告」 

⇒ http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k250jiko.html 

  ※添付書類について、添付が漏れている事業所が散見されます。提出前には再確認をお願

いいたします。 
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服薬介助業務マニュアル（例） 

業務項目 業務内容 行う人

事前準備
利用者に入所時の薬の準備について説明し、『薬ポーチ』『連絡表』を
渡す。

生活相談員等

※連絡表：処方を確認できる書類、内服薬、塗り薬の有無を記入して
もらう表。

薬の預かり 『薬ポーチ』を預かり、看護師に渡す。 生活相談員等

薬の確認
看護師が『残薬確認・服薬管理表』を作成する。
※残薬確認・服薬管理表：入所者一人一人の薬の種類・数量・服薬
時間等をまとめた表。

看護師

管理者等が『預かった薬現物の種類・個数』と『残薬確認・服薬管理
表の内容』が合致するかチェックする（管理者等は薬に関しての判断
は行わない）。

管理者等

看護師が当日に服薬する分の薬を服薬ＢＯＸにセットする。 看護師

服薬ＢＯＸの薬と『残薬確認・服薬管理表』の内容が合致するかチェッ
クする。

管理者等

配薬 『残薬確認・服薬管理表』に基づき、指定された時間に配薬する。
任意の
配薬担当者

服薬介助

配薬された薬と『残薬確認・服薬管理表』が合致するか確認。利用者
の名前を呼び、利用者と薬を確認、一人ずつ薬が飲み終わるまで確
認する。
服薬後、『残薬確認・服薬管理表』に服薬した薬に印をつける。

介護員等

服薬完了確認
服薬介助した人と違う人が『空袋入れ』と『残薬確認・服薬管理表』が
合致するか確認する。

介護員等

退所準備
残薬（服用しなかった頓服薬、使い切らなかった目薬、貼り薬等）と
『残薬確認・服薬管理表』が合致するか確認、残薬を『薬ポーチ』に入
れる。

看護師

退所時 『薬ポーチ』の中に他の利用者の薬が混在していないか確認。
生活相談員等・送
迎スタッフの計2名

服薬ＢＯＸに
セット

複数名でチェックをする！！

セット漏れがないよう複数名でチェックする！！

都度、合致しない場合は発見者→看護師→生活相談員等→

本人・家族等に確認

空の薬の袋は『空袋入れ』に保管する。

※空袋入れ：入所者一人一人に用意し、当日に服薬した

空袋を保管する。

『薬ポーチ』に薬・『連絡表』・薬情報の書類を全て入れて持参し

てもらうことで、鞄等からの取り出し忘れを防ぐ。
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２ 苦情等相談について 

１ 介護保険課に寄せられた苦情等相談の受付状況 

平成 30 年度に札幌市介護保険課に寄せられた苦情等相談件数は 369 件となっています。サ

ービス分類項目別の相談構成割合をみると、居宅系サービスでは、「訪問介護」が 12％、「通

所介護」が９％、「居宅介護支援」が６％の割合となっています。一方、施設サービスでは「グ

ループホーム」が 16％、「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）」が 11％等、「介護老人

保健施設」が８％となっています。

２ 申立人別苦情等相談発生状況 

平成 30 年度における苦情等相談の申立人別構成割合をみると、「本人」(サービス利用者)

が 21％、「家族」が 49％と、申立人全体の約７割を占めています。 

訪問介護

43件12％
通所介護

34件9%
居宅介護

22件6%

通所リハ

6件2% 訪問看護

8件2%

短期入所生活

9件2%

その他の居宅サービス

11件3%短期入所療養

1件0%

グループ

ホーム

59件16%
小規模多機能型居宅介

護

35件9%

介護老人福祉施設

(特養）
40件11%

介護老人保健施設

(老健）30件8%

特定施設

5件1%

サービス付高齢者住宅

16件4%

有料老人ホー

ム(未届含む）
35件9%

その他の施設

10件3%
その他
1%

平成30年度項目別苦情相談構成割合

相談件数計369件

本人

77件21%

家族

181件49%

ケアマネージャー

9件2%

従業員

57件15%

その他（匿名等）

45件12%

平成30年度申立人別構成割合

相談件数計369件
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３ 内容別苦情等相談発生状況 

平成 30 年度における苦情等相談の内容別構成割合をみると、「サービスの質」が 21％と最も高く、

次いで「管理者等の対応」が 14％、「従業者の態度」が 12％の順となっています。 

この理由として、サービス提供側と利用者及びその家族との間で、サービスに対する捉え方と利

用者側の感じる満足度が乖離していることなどが原因の一つとも考えられます。 

４ 苦情対応について 

こうした苦情等相談を受けて、札幌市介護保険課が平成 30 年度に対応した内容としては、「事

業所への助言・指導」が 36％、次いで「相談者への説明・助言」が 26％であり、両対応で全体

の約６割を占めています。また、利用者やサービス事業所の従業員等（現職及び元職）からの

通報なども多く、誤解や認識不足による情報提供もありましたが、なかには実地指導や監査の

際の情報源となった事例等もありました。

管理者等の対

応 55件14%

従業者の態度

46件12%

サービスの質

81件21%

説明・情報不足

41件11%

契約手続き

23件6%

具体的な被害

38件10%

不正請求

10件3%

利用者負担

10件3%

ケアプラン

8件2%
その他

76件20%

平成30年度相談内容別構成割合

計388件

（複数該当含む）

事業者への指導・

助言

134件36%

相談者に説明・助

言

97件26%

当事者間の調整

26件7%

情報提供

8件2％

その他109件

29%

平成30年度相談対応別構成割合

計374件

（複数該当含む）
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５ 苦情等相談対応事例について 

次にいくつかの対応事例をご紹介いたします（実際の相談とは内容を一部変更しています）。

事例１） 

サービスの種類 特別養護老人ホーム 

（苦情等相談内容） 

申立人：利用者家族 

 特別養護老人ホーム入居中だったが母が、病院の入院を経て施設に戻った。退院直後は点滴で

様子を見ると施設から聞いていたが、数か月を経過しても食事を 1日１食しか摂らせてもらって

おらず、体重も減ってしまった。施設の対応として問題がないのか調査してほしい。 

（市の対応状況） 

 施設を訪問し、医師、栄養士、看護師、相談員と面接し状況を確認。申立人の母は誤嚥の可能

性があり、入院していた病院より無理に食べさせる必要はないと引継ぎを受けていたため、食欲

が無い時は点滴等をして様子を見ていたことが分かった。申立人と母の主治医が話し合い、誤嚥

のリスクがあっても、終末期の本人に好きなものを食べさせる方針となり、結果として食事を増

やすこととなった。 

事例２） 

サービスの種類 認知症対応型共同生活介護 

（苦情等相談内容） 

申立人：利用者家族 

申立人の母はグループホームに入居していたが、部屋の中にはトイレがなく、認知症でもある

ため、部屋で排泄してしまうこともあった。現在は病院に入居し、グループホームは退去したが、

退去に際して原状回復費用として、30 万円も請求された。 

別の業者に見積もりしてもらったところ、損傷した箇所もなく、臭いもないため、直す必要は

ないと言われた。不当に高額な金額を請求されているのではないか。 

（市の対応状況） 

 市で指導できる内容ではないと判断されたため、相談があった旨を事業所に伝えて申立人の疑

問に対して説明するよう伝えることはできると話したが、申立人より現時点での介入は望まない

との希望があったため、相談を終えている。
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事例３） 

サービスの種類 訪問介護 

（苦情等相談内容） 

申立人：利用者本人 

申立人はこれまで単身で生活しており、身体介護で入浴介助と生活援助で掃除のサービスを受

けていたが、持病の発作が深夜に起きることがあるため、息子が同居することとなった。 

息子の同居に伴い生活援助のサービスが打ち切られてしまった。息子と共有している部屋につ

いては分かるが、申立人だけが使用する部屋まで掃除ができないとされたことに納得がいかな

い。 

（市の対応状況） 

申立人に対して、家族の同居だけをもって、一律に生活援助が受けられなくなるわけではない

が、アセスメントにより同居家族が担えるとされた部分については、介護サービスとして位置づ

けられなくなることがあることを説明。 

申立人によると息子は仕事が深夜に及び、掃除をするのは困難とのことであったため、ケアマ

ネジャーに息子の稼働状況も説明して、再度サービス内容について相談するよう助言し、市から

も担当のケアマネジャーに相談内容を伝えておくこととした。 
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３ 介護サービス事業者の業務管理体制整備について

（１）業務管理体制で必要な届出事項 

事業所の数 
法令遵守責任者の選

任 
法令遵守規程の整備

業務執行の状況の監査

を定期的に実施 

１以上 

２０未満 
〇 ― ― 

２０以上 

１００未満 
〇 〇 ― 

１００以上 〇 〇 〇 

※事業所等の数の数え方について 

 ・介護予防サービス、介護予防支援事業所の指定も１ヶ所として数えます。 

・みなし事業所（病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビ

リテーション、及び通所リハビリテーション）であって、健康保険法の指定があったとき、

介護保険法の指定があったものとみなされる事業所）は除きます。 

【届出書掲載先】 

札幌市公式ＨＰトップ中央の早引きインデックス「高齢の方」＞介護事業者のみなさまへ＞

各種届出「業務管理体制」 

（h t t p : / / w w w . c i t y . s a p p o r o . j p / k a i g o / k 2 0 0 j i g y o / g y o u m u k n a r i k a i s e i . h t m l） 

（２）業務管理体制の届出先 

区  分 届出先 

① 指定事業所が３以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣 

② 指定事業所が２以上の都道府県に所在し、かつ、２以下の 

地方厚生局に所在する事業者 

主たる事務所の所在地 

の都道府県知事 

③ 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長 

④ 地域密着型サービス（予防含む）のみを行う事業者で、 

指定事業所が同一市町村にのみ所在する事業者 
市町村長 

⑤ ①から④以外の事業者 都道府県知事 
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（３）業務管理体制の届出先フローチャート
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（４）業務管理体制の一般検査

  札幌市が管轄となっている全法人につきましては、約６年に１回のペースで一般検査を受

けていただくことになります。 

平成 30 年度は、札幌市内の 179 法人に対して、業務管理体制に係る一般検査を実施しまし

た。その結果、改善を要する事業者はありませんでした。 

  令和元年度につきましても、近日中の実施を予定しておりますので、ご協力の程、宜しく

お願いします。 

（５）一般検査における好事例の紹介

１．法令順守規程の整備を自主的に実施 

   法令順守規程の整備義務は、事業所数が 20以上ある事業者に対して課せられております

が、事業所数 20 未満の事業者が自主的に法令順守規程を作成しているケースがいくつか確

認されました。法的義務が無い場合においても、規定の整備、外部機関からの監査等のチ

ェックを実施することで、法人職員のコンプライアンス意識をより高めることができます。 

 ２．コンプライアンス自己チェックシートを活用 

   法人職員全員に対して、定期的にコンプライアンスチェックシートによる自己診断を実

施させている事業者もいました。介護保険法のみならず、個人情報、財務、会計、契約に

係る法律についても意識させることにより、社会的信頼を得られる会社にするように努め

ていました。 

 ３．「コンプライアンスに係る誓い」を事業内に貼り出して、毎朝礼時に全員で唱和 

   法人職員全員に対して、法令順守に関して守るべき項目を毎日意識させることにより、

コンプライアンス意識を根付かせる取り組みとなっていました。 

～最後に～ 

業務管理体制整備の義務付けは、法令順守の義務の履行を制度的に確保し、指定取消につな

がるような不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図る

ことを目的としています。 

 利用者と同じように、法人職員またはその家族を守るためにも、法人の法令順守等の業務管

理体制の整備について、今一度ご確認をよろしくお願いします。 
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４ 札幌市における介護人材定着・確保の取り組みに

ついて 

① 介護人材定着化研修  

各事業所に従事する介護職員等の離職を防ぎ、人材を定着させるため、平成 25 年度から労働環境づ

くりに役立つ研修を行っています。今年度はキャリアバンク株式会社へ委託して実施しているところで

す。 

なお、平成 30 年度より雇用管理責任者研修についても本事業において実施しています。 

令和元年度は 15回の各種研修を実施する予定です。 

○申込方法 

 キャリアバンク株式会社ホームページ上の応募フォーム、または FAX にて申し込んでください(費用

無料)。 

 ・ＨＰアドレス：https://www.career-bank.co.jp/job/other/project/kaigo-up.html

○研修内容例 

 雇用管理責任者研修、外国人介護人材受入実践研修、介護現場におけるクレーム・ハラスメント対応、

介護ロボット導入研修、地域人材を活用した労働環境改善研修、介護職員等交流研修会等。 

○雇用管理責任者研修参加対象者 

•平成 27年４月以降新たに介護事業所の管理者になる（なった）方（変更含む）【受講必須】  

•平成 27 年４月以降新たに法人の雇用管理責任者になる（なった）方（変更含む）【受講推奨】 

②  キャリアパス制度導入支援事業  

介護保険サービス事業所を対象として、キャリアパス制度の導入・改善等を支援することで事業所職

員の処遇改善を図っていくための「キャリアパス制度導入支援事業」を、平成 27 年度から介護労働安

定センター北海道支部に委託して実施しています。 

本事業では、キャリアパス制度の導入・改善等を支援するために、介護保険制度に精通している社会

保険労務士が各事業所に無料で訪問し、個別相談に応じます。 

「介護職員処遇改善加算（以下、処遇改善加算とする）」を取得していない、または更に高い単位の

同加算を希望している事業所におかれましては、介護職員の給与改善を図る貴重な機会になると思われ

ますので、ぜひ積極的にお申し込みください。 

また、処遇改善加算以外のキャリアパスに関する相談でも利用できますので、すでに処遇改善加算を

取得している事業所(処遇改善加算Ⅰを取得している事業所は対象外)につきましても、本事業を積極的

にご活用ください。 
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○事業の流れ 

○対象：札幌市の指定介護保険事業所（処遇改善加算Ⅰを取得している事業所は対象外）

○申込方法 

参加申込書を札幌市ホームページよりダウンロードし、必要事項を記入のうえ、介護労働安定センタ

ー北海道支部あて FAX で申し込んでください（費用無料）。 

※相談件数が年間上限数に達し次第、受付終了しますので、お早めに申込みください。 

・HP アドレス：http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/careerpath.html

③ 人材定着・職場環境改善表彰事業  

市内介護事業が実践している人材定着・職場環境改善に資する取組を募集し表彰する「キラリと輝く

介護の職場づくり表彰事業」と、広く介護のイメージアップを図ることを目的とした「介護のサッポロ

スマイル写真コンテスト事業」を今年度より実施しています。 

表彰後には、他の介護サービス事業者が良い取組を参考にできるよう、好事例集を作成予定です。 

また、今年度は令和２年１月 20 日（月）に表彰式を予定しています。 

④ 介護人材確保促進事業 

介護サービス事業者が、求める人材を適切に確保することができるよう、自らの事業所の魅力をうま

く伝え、求職者の心をつかむ手法の習得を支援するセミナーを開催し、更に実践の機会として合同就職

相談説明会を開催することで、介護人材の確保につなげることを目指すもので、平成 27 年度から実施

しています。 

（※令和元年度のセミナーの開催は、既に終了しております。） 

⑤ 外国人介護人材セミナー  

本年４月に改正入管難民法が施行されたことに伴い、新たな在留資格「特定技能」が創設されたため、

今年度は各種介護人材定着化研修と別枠で外国人介護人材に係る基礎セミナーを実施しました。 

（※令和元年度のセミナーの開催は、既に終了しております。）

上記に記載したものは、令和元年度の事業内容です。 

令和２年度については、内容が変更となる場合がありますので、改めて 

札幌市ホームページ等でご確認くださいますようお願いいたします。 

利用申込書

をＦＡＸ 

４回まで

利用できます。

相談内容の

確認 

社会保険労務士の訪問 

・具体策の提案 

・実施手順のアドバイス 

問題点 の

抽出・整理
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５ 介護保険法に基づく指定（更新申請）届出報告に 

関する書類の作成・提出について 

介護保険法に基づく各種申請書・届出等の書類の作成や提出に関する手続き（提出代行事務を含む）

は原則として当該事業所の運営法人の職員が行ってください。 

また、上記事務の代行を業として行えるのは、原則として社会保険労務士のみです。そのため、介護

事業所の申請法人・運営法人の役員や職員、社会保険労務士以外の者（行政書士、別法人（グループ法

人を含む）の職員、コンサルティング会社の職員など）は書類の作成、提出に関する手続きは行えませ

ん。(※) 

 社会保険労務士が来庁された場合は「社会保険労務士証票」もしくは「社会保険労務士会会員証」を

ご提示いただくこともございますので、ご持参ください。 

※昭和 55 年９月１日時点で各都道府県行政書士会に入会している行政書士のみ、書類の作成は可能で

す。 

【根拠法令】 

① 社会保険労務士法（抜粋） 

（社会保険労務士の業務） 

第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 

一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令（以下「労働社会保険諸法令」という。）に基づいて申請書

等（行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類（その作成に代え

て電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含

む。）をいう。以下同じ。）を作成すること。 

一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。 

一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項（厚生労働省令で

定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。）について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査

若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述（厚生労働省令で定めるものを除く。）につい

て、代理すること（第二十五条の二第一項において「事務代理」という。）。 

 （業務の制限） 

第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項

第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及

び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。 

別表第一（第二条関係）  

  一 労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号） 

  （中略） 
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三十一 介護保険法 

三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令 

三十三 行政不服審査法（前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。） 

② 行政書士法（抜粋） 

 （業務） 

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類（その作成に代えて電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。

以下この条及び次条において同じ。）その他権利義務又は事実証明に関する書類（実地調査に基づく図面類を含む。）

を作成することを業とする。 

二 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものに

ついては、業務を行うことができない。 

附則（昭和五十五年四月三十日法律第二九号） 

 （施行期日） 

１ この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、この法律による改正後

の行政書士法第一条の二第二項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法（昭和四

十三年法律第八十九号）第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができる。 


